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予算の執行状況等について予算の執行状況等について予算の執行状況等について
平成30年度

　平成 30年度上半期（9月まで）の予算執行状況および補正予算の
概要について報告します。
　町の歳入や歳出は、年度ごと、予算に基づいて執行されています。上半期（９月まで）の予算の執行状況と今年
度成立した補正予算の主な内容は、以下の表のとおりです。

● 予算の執行状況

● 補正予算の主な内容

会計名 ①当初予算額 ②補正予算額 ③予算現在額
（①＋②） ④歳入執行額 歳入執行率

（④÷③× 100） ⑤歳出執行額 歳出執行率
（⑤÷③× 100）

一般会計 90億円 3億 2,061万円 93億 2,061万円 49億 4,041万円 53.0 27億 9,113万円 29.9 

特
別
会
計

国際交流事業 571万円 0円 571万円 108万円 18.9 509万円 89.1 

国民健康保険 20億 8,600万円 3,963万円 21億 2,563万円 8億 6,371万円 40.6 7億 8,286万円 36.8 

後期高齢者医療 2億 8,458万円 288万円 2億 8,745万円 9,838万円 34.2 4,513万円 15.7 

介護保険 11億 2,541万円 1,986万円 11億 4,527万円 4億 2,260万円 36.9 4億 5,936万円 40.1 

公共下水道事業 11億 1,257万円 0円 11億 1,257万円 1億 7,687万円 15.9 2億 4,901万円 22.4 

農業集落家庭排水事業 3,206万円 58万円 3,264万円 770万円 23.6 815万円 25.0 

土地取得 4,876万円 6,688円 1億 1,565万円 2,524万円 21.8 2,524円 21.8 

社本育英事業 118万円 0円 118万円 118万円 100.0 115万円 97.5 

※各項目の単位未満を四捨五入しているため、計算が合わない箇所があります。

※�上記は、今年度成立した補正予算のうち、主要なものです。その他の補正予算の内容については、役場で予算書
の閲覧ができます。

補正予算とは
　補正予算とは、当初予算では想定することができなかった経費や、事業の進捗状況、法制度改正によって経費に
変更がある場合などに、年度の途中で予算を変更する方法で地方自治法に規定されています。

前年度繰越金
固定資産税
交通安全対策事業費補助金
児童手当国庫負担金過年度分
減収補てん特例交付金

前年度決算剰余金が確定したため   
当初予算額より増額の見通しのため   
国からの補助金が決定したため   
前年度児童手当支給金額の確定による国負担金の精算金   
特例交付金額が決定したため                   

1億9,038万円
4,400万円

△ 3,386万円
569万円
272万円

補正金額 内　容項　目
歳入

財政調整基金積立金
道路改良工事費
災害復旧費
用地鑑定評価
用地測量

地方財政法の規定により、決算剰余金の半分以上を基金に積み立てるため   
歩道設置のため   
台風 21号による災害復旧のため  
街路整備に係る用地鑑定評価のため   
道路橋りょう整備に係る用地測量のため             

1億4,519万円
4,500万円
3,500万円
654万円
516万円

補正金額 内　容項　目
歳出


